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1.はじめに 

現在、障害者の数は厚生労働省が平成 20 年 1 月に発表した『身体障害者、知的

障害者及び精神障害者就業実態調査の調査結果について』によれば、15 歳以上 64

歳以下の障害者は、日本国内で約 205 万人存在する。これは日本の総人口 1 億 2769

万 2 千人 1の約 1.6％にあたる。このような立場にある障害者に対して、雇用を推

し進める理由は以下の 3 つに分類できる。1 つ目が「人権」によるものだ。日本政

府は、ノーマライゼーション 2の考え方の基に障害者雇用を推進している。なお、

「障害者の権利に関する条約」 3に日本政府は 2007 年 9 月に署名はしたが、今の

国内法では条約の趣旨に反する点があり、大幅な見直しが必要であるとし、未だ

に批准していない。このように、障害者の人権擁護が国際的に遅れている状況を

打開するために積極的に障害者雇用が推進されている。2 つ目が「政策的視点」に

よるものだ。障害者の就職は自立した生活に繋がり、財政負担軽減と障害者支援

サービスの拡充を同時に達成するので、障害者の雇用は積極的に推進されている。

3 つ目は「社会的理由」である。これは深刻化が進んでいる少子高齢化による、将

来的な労働力不足が背景にある。そこで障害者を雇用することで将来的な労働力

                                              
1 平成 20 年 10 月 1 日時点の推計人口である。統計局HP http://www.stat.go.jp/data/jinsui/2008
np/index.htmを参照されたい。  

2 ノーマライゼーション【Normalization】 障害者などが地域で普通の生活を営むことを当然と

する、福祉の基本的考え方。またそれに基づく運動や施策。 

3 日本外務省ＨＰ『障害者の権利に関する条約』http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/shome
i_32.html。 
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不足解消に大きな期待が寄せている。そのため、現時点から障害者の雇用を積極

的に推進している。以上の 3 つの理由により障害者雇用は積極的に推進されてい

る。 

しかし、障害者は通常の労働者に比べ、労働能力が劣っているとされることが

多く、障害者の雇用機会は健常者より少ないのが実状である。また日本経済学会

においても、障害者は生活支援や介助など福祉サービスを享受する立場であり、

市場経済の参加者として考えられることは少ない。このような理由により障害者

の問題は、経済学ではなく福祉の問題であると考えられ、障害者の問題を扱う日

本の経済学者は少ない。そこで本稿では、障害者の雇用問題に対して経済学を用

いた土橋・尾山（2008）を再考したいと思う。なぜならば土橋・尾山（2008）の

理論モデルの中には、仮定などにおいて、あまり現実的ではない点があり理論モ

デルを実現することは難しいからである。そこで本稿では、土橋・尾山（2008）

の理論モデルを検証した上で、新しい政策提案を目的にしたいと思う。 

 

2.先行研究 

本稿の背景には、障害者雇用率 4を引き上げようとする議論の活発化がある。それ

は、障害者雇用率制度がかなり以前から存在する制度でありながら、未だに法定

雇用率 5が達成されたことが無いためである。301 人以上の規模の民間企業での実

際の雇用率は 1.59%であり、法定雇用率達成企業は 32803 社で全体の 44.9%しか

存在しない 6。そのような雇用状況とは反対に、障害者人口は医療の進歩と共に

                                              
4厚生労働省『障害者雇用率制度』http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha/04.html。 

5障害者雇用率制度が定めた、雇用する一般の労働者に占める障害者の割合。301 人以上いる民間企

業において 1.8%、職員数が 48 人以上の国・地方公共団体では 2.1%など。 

6厚生労働省（2008）『障害者白書 平成 21 年度版』59 頁。 
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年々増え続けている。そこで土橋・尾山（2008）は、現行法である障害者雇用率

を各企業に対して一律 1.8％と定めていることを社会的にみれば非効率的である

と指摘している。それは、業種や職種、企業規模によって各企業の障害者雇用の

受け入れは変わってくるので、社会的にみれば、障害者の受け入れる設備の準備

など様々な面での資源の無駄遣いが生じ、社会厚生を損なうという意味で非効率

的であると指摘している。さらに土橋・尾山（2008）では、一律の障害者雇用率

を定めずに「障害者雇用納付金 7」と「障害者雇用調整金 8」という報奨金と罰金

の仕組みをより企業ごとに個別化することで、各企業が自発的に障害者雇用水準

を設定しようとするインセンティブ 9を持った理論モデルを提案した。その内容は、

障害者を雇用する際に障害者雇用にかかる機会費用が低い企業はより多くの障害

者を雇用し、機会費用が高い企業はあまり障害者を雇用しないようにすることで、

社会全体として現行制度と同様の人数の障害者を雇用しつつも、社会的費用を最

小化にすることで資源の無駄遣いを最小化するというものである。 

 

3.先行研究の問題点 

しかし理論モデルには、政策当局が各企業の費用構造を、完全に把握している

仮定に強く依存している。当然、政策当局が各企業の私的情報である費用構造を

把握していない。この場合、各企業は自社の費用構造を正直に申告するインセン

ティブを持たないので政策当局は費用構造がわからない状況で、納付金・調整金

を設定する必要がある。これを決定するのは政策当局にとって非常に難しい問題

                                              
78 障害者雇用に伴う事業主間の経済的負担の調整を行うとともに、雇用水準を全体的に引き上げる

ため法定雇用率が未達成の企業に対し、「障害者雇用納付金」という不足数 1 人につき月額 5 万円

を納付することが義務づけられている。逆に、法定雇用率を超えている企業には、雇用義務を超え

て雇用した障害者 1 人につき「障害者雇用調整金」月額 2 万 7000 円が支給される。 

9 インセンティブ【incentive】人の意思決定や・行動の変化を引き出すために、外部から与えられ

る刺激のこと。 

 3



となる。このため、一度決定した納付金・調整金が望ましい水準の雇用を達成す

るまで何度も改訂していく必要がある。しかしこれでは時間が掛かり過ぎてしま

い、その間に企業や社会の状況が大きく変化する可能性がある。 

これらの問題を解決するために、費用構造を自主的に申告させる必要がある。

しかし、障害者を雇用したくない企業は虚偽の申告をする可能性がある。そこで

土橋・尾山（2008）では、自主的に正直な費用構造を申告するように Vickrey オ

ークションのメカニズムを取り入れている。このメカニズムを利用すると、各企

業は正直に費用構造を申告することが最適であると判断し、虚偽の費用構造を申

告しない。だが、このメカニズムを実際に運用しようと思うと、費用構造情報量

が膨大になり、政策当局では処理しきれないという問題が発生する。そこで、土

橋･尾山(2008)ではこのメカニズムを地方レベルで運用する案が出された。だが、

都道府県ごとにこのメカニズムを運用することは地域間格差を生むという新たな

問題を生む。なぜならば、厚生労働省が 2009 年に発表した「平成 20 年度におけ

る障害者の職業紹介状況等」によれば都道府県別の障害者の就職状況に大きな差

が見られるからだ。この状況下で、効率化に基づいた障害者雇用制度を行えば、

地方においては数少ない企業を仕分けることになり、地方に住む障害者にとって

雇用機会が減ってしまう。このように、都道府県単位で機会費用別の障害者雇用

を行うことは、さらなる非効率を生むことになると考えられる。 

以上をまとめると土橋・尾山（2008）における問題点は I.企業数・雇用者数な

どが多くなるにつれて各企業の機会費用順に順番をつけるなどの処理すべき情報

も多くなり行政の負担になる。Ⅱ.都道府県単位で土橋・尾山（2008）の理論モデ

ルを実施すると、地域間格差が生じ新たな非効率的な雇用を生じる可能性がある。 

 

4.本稿の政策提案 

そこで、本稿では新たな政策提案として土橋・尾山（2008）の理論モデルの対
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象を、特例子会社 8 10 に絞って実施するべきと考えた。なぜならば、特例子会社と

いう限られた数であれば理論モデルは実現可能と考えるからである。現在、全国

に特例子会社は 258 社 9存在しており、この規模であれば将来的に増加したとして

も行政の調査・監督は容易に実施可能であると考えられる。さらにもう一つの問

題であった、地域レベルで社会的に効率化した障害者雇用率制度を実施した際の

地域間格差は、その対象を特例子会社に絞ることで、比較的少なくなると考えら

れる。それは、特例子会社の立地と就職を希望する障害者の住居の分布は近いと

考えられからである。 

また、本来障害者雇用率制度の有用性が最も高いのは特例子会社である。なぜ

ならば、自発的雇用のインセンティブが最もよく現れるためである。大企業にな

ればなるほど、企業規模も大きくなり、より多くの障害者を雇用しなければなら

ない。そこでグループ内に、特例子会社を設立し障害者を集めることで法定雇用

率を達成しようとする。これは障害者にとって職場環境の拡充と同時に、親会社

は雇用率達成というメリットが生まれる。その上、特例子会社は障害者を雇用す

るのが目的なので、虚偽の費用構造を申告するなどの非雇用のインセンティブを

持たないので行政の調査・監督も容易になる。 

 

5.おわりに 

                                              
10 特例子会社制度･･･事業主が障害者雇用の為特別に配慮した子会社を設立した場合、その子会社

に雇用されている障害者を親会社に雇用されている障害者とみなして、実雇用率にカウント可能に

なる制度。なお、特例子会社を持つ親会社については、関係する他の子会社も含めた企業グループ

内での雇用率算定を可能としている。これにより、グループ内全ての子会社で雇用率を達成する為

に以前まで必要だった障害者用の設備を設置する必要がなくなり、新規参入企業にとって大幅なコ

ストカットに繋がった。この制度では、障害に配慮された職場環境への就業機会拡大と、大人数の

障害者を雇用する必要がある大企業などにとっても障害者雇用率達成のために有効な制度である。

平成 21 年 4 月末現在で全国に特例子会社が 258 社8存在する。 

9厚生労働省（2009）『特例子会社一覧』

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha02/pdf/20.pdf。 
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土橋・尾山（2008）の理論モデルの対象を特例子会社に絞って行うことで、行

政が行う費用構造の情報処理という面で各企業の機会費用などの情報量もより現

実的であると共に、そこで生まれる地域間格差も比較的少ない。さらに障害者に

とって職場環境の拡充につながると同時に、親会社は雇用率達成というメリット

が双方に生まれる。さらに特例子会社は障害者を雇用するのが目的なので、虚偽

の費用構造を申告するなどの非雇用のインセンティブを持たない。これにより、

行政の調査・監督も容易になる。これらを総括すると、土橋･尾山(2008)の理論モ

デルの対象を特例子会社に絞って行うことで、行政の情報処理の問題と地域間格

差の問題を解決出来た。さらに、企業・障害者・行政の 3 者にメリットが生まれ

ていることに注目されたい。 

しかし、本稿で政策提案した特例子会社に絞って土橋・尾山（2008）の理論モデル

を実行することでの地域間格差の検証には、県ごとの就職を希望する障害者のデータ

が無いなど不十分な面がある。また現時点では特例子会社が無い県も存在するので、

そういった面での地域間格差が発生してしまうことも考えられる。より良い障害者雇

用政策のためにも、以上の点を今後の研究課題としたい。 
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